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○ 

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断

す
る
た
め
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
三
十
年
金
融
庁
告
示
第
十
三
号
） 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う

に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
削
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

附 

則 

附 

則 

 
 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
適
用
時
期
） 

 
 

第
一
条 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

 

（
銀
行
に
お
け
る
派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相

当
額
の
算
出
に
係
る
経
過
措
置
） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
二
条 

当
分
の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
第
十
四

条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め

の
基
準
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
告
示
」
と
い
う

。
）
第
七
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十
七
条
第
六
項
、
第

百
六
十
五
条
第
四
項
並
び
に
第
二
百
七
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 

第
七
十
九
条
第
二

項 

標
準
的
手
法
採
用
行

は
、
自
己
が
国
内
基

準
行
で
あ
り
、
か
つ

、
次
の
各
号
に
掲
げ

標
準
的
手
法
採
用
行

は 
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る
銀
行
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は 

第
七
十
九
条
第
三

項 

標
準
的
手
法
採
用
行

は
、
自
己
が
国
内
基

準
行
で
あ
り
、
か
つ

、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
銀
行
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
場
合

に
お
い
て 

標
準
的
手
法
採
用
行

が 

第
百
五
十
七
条
第

六
項 

第
七
十
九
条
（
第
二

項
及
び
第
三
項
を
除

く

。
）

か

ら

第

七

十

九
条
の
三
の
六
ま
で

の
規
定
は
、
事
業
法

人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

に

つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
標
準
的
手
法
採
用

行
」
と
あ
る
の
は
「

内
部
格
付
手
法
採
用

行
」
と
、
第
七
十
九

条
第
四
項
中
「
前
三

第
七
十
九
条
か
ら
第

七
十
九
条
の
四
ま
で

の
規
定
は
、
事
業
法

人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

に

つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

、
「

標

準

的

手

法

採

用
行
」
と
あ
る
の
は

「
内
部
格
付
手
法
採

用
行
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 
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項
」
と
あ
る
の
は
「

第
一
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

第
百
六
十
五
条
第

四
項 

第
七
十
九
条
（
第
二

項
及
び
第
三
項
を
除

く

。
）

か

ら

第

七

十

九
条
の
三
の
六
ま
で

の
規
定
は
、
リ
テ
ー

ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
のE

A
D

に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「

標
準
的
手
法
採
用
行

」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
採
用
行

」
と
、
第
七
十
九
条

第
四
項
中
「
前
三
項

」
と
あ
る
の
は
「
第

一
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

第
七
十
九
条
か
ら
第

七
十
九
条
の
四
ま
で

の
規
定
は
、
リ
テ
ー

ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
のE

A
D

に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、

「
標
準
的
手
法
採
用

行
」
と
あ
る
の
は
「

内
部
格
付
手
法
採
用

行
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

第
二
百
七
十
条
の

七
第
一
項 

同
章
（
第
七
十
九
条

第
二
項
及
び
第
三
項

を

除

く

。
）

の

規

定

中 

同
章
の
規
定
中 

 



 

 
 

- 4 - 

 

２ 

内
部
格
付
手
法
採
用
行
で
あ
る
銀
行
は
、
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て

間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清

算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

を
算

出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

E
A

D

の
算
出
に
当
た
っ
て
新
銀
行
告

示
第
七
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方

式
を
用
い
て
い
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
新
銀
行
告
示
第
百
五
十
七
条

各
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た

E
A

D

（
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
次
の
掛
目
を
乗
じ
た
額
を
当
該
間
接
清
算
参

加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 
 

 
掛

目
＝

√
（

Tm
／

1
0
）

 

 
Tm

は
、

新
銀

行
告

示
第

七
十

九
条

の
三

第
七

項
の

規
定

を
準

用
し

て

算
出

し
た

リ
ス

ク
の

マ
ー

ジ
ン

期
間

を
い

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

項
中

「

前
項」

と
あ

る
の

は
「

附
則
第
二
条
第
二
項」

と
、

同

項
第

一
号

中
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

二
十
営
業
日」

と
あ

り

、
及

び
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

十
営
業
日」

と
あ

る
の

は
、

「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

五
営
業
日」

と
読

み
替

え
る

も
の

と

す
る

。
 

 
３ 

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
で
あ
る
銀
行
が
、
リ
テ
ー

ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
、
自
己
が
直
接
清
算
参
加
者
と

し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間

接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

を
算
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 



 

 
 

- 5 - 

 
 

 

（
銀
行
に
お
け
る
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
経
過
措
置
） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
三
条 

当
分
の
間
、
新
銀
行
告
示
第
一
条
第
七
号
の
三
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有

す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
次
項
及
び
附
則
第
十
四
条
に
お
い
て

「
旧
銀
行
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
七
号
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

 

２ 

当
分
の
間
、
新
銀
行
告
示
第
二
百
七
十
条
の
八
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
旧
銀
行
告
示
第
二
百
七
十
条
の
八
の

規
定
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引

の
与
信
相
当
額
の
算
出
に
係
る
経
過
措
置
） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
四
条 

当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
第
五
十

二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社

及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本

の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
持
株
告
示
」
と
い
う
。
）
第
五

十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
三
十
五
条
第
六
項
、
第
百
四
十
三

条
第
四
項
並
び
に
第
二
百
四
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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第
五
十

七
条
第

二

項 

標
準
的
手
法
採
用
行

は
、
自
己
が
国
内
基

準
行
で
あ
り
、
か
つ

、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
銀
行
持
株
会
社
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
場
合
に
あ
っ
て

は 

標
準
的
手
法
採
用
行

は 

第
五
十

七
条
第

三

項 

標
準
的
手
法
採
用
行

は
、
自
己
が
国
内
基

準
行
で
あ
り
、
か
つ

、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
銀
行
持
株
会
社
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
場
合
に
お
い
て 

標
準
的
手
法
採
用
行

が 

第
百
三

十
五
条

第

六
項 

第
五
十
七
条
（
第
二

項
及
び
第
三
項
を
除

く

。
）

か

ら

第

五

十

七
条
の
三
の
六
ま
で

の
規
定
は
、
事
業
法

人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

に

つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
中

第
五
十
七
条
か
ら
第

五
十
七
条
の
四
ま
で

の
規
定
は
、
事
業
法

人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

に

つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

、
「

標

準

的

手

法

採

用
行
」
と
あ
る
の
は

「
内
部
格
付
手
法
採
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「
標
準
的
手
法
採
用

行
」
と
あ
る
の
は
「

内
部
格
付
手
法
採
用

行
」
と
、
第
五
十
七

条
第
四
項
中
「
前
三

項
」
と
あ
る
の
は
「

第
一
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

用
行
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

第
百
四

十
三
条

第

四
項 

第
五
十
七
条
（
第
二

項
及
び
第
三
項
を
除

く

。
）

か

ら

第

五

十

七
条
の
三
の
六
ま
で

の
規
定
は
、
リ
テ
ー

ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
のE

A
D

に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「

標
準
的
手
法
採
用
行

」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
採
用
行

」
と
、
第
五
十
七
条

第
四
項
中
「
前
三
項

」
と
あ
る
の
は
「
第

一
項
」
と
読
み
替
え

第
五
十
七
条
か
ら
第

五
十
七
条
の
四
ま
で

の
規
定
は
、
リ
テ
ー

ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
のE

A
D

に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、

「
標
準
的
手
法
採
用

行
」
と
あ
る
の
は
「

内
部
格
付
手
法
採
用

行
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 
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る
も
の
と
す
る
。 

第
二
百

四
十
八

条

の
七
第
一
項 

同
章
（
第
五
十
七
条

第
二
項
及
び
第
三
項

を

除

く

。
）

の

規

定

中 

同
章
の
規
定
中 

 

 

２ 

内
部
格
付
手
法
採
用
行
で
あ
る
銀
行
持
株
会
社
は
、
直
接
清
算
参
加

者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず

る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該E

A
D

の
算
出
に
当
た
っ
て

新
持
株
告
示
第
五
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
い
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
新
持
株
告
示
第
百

三
十
五
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た

E
A

D

（
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
次
の
掛
目
を
乗
じ
た
額
を
当
該
間

接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

掛
目

＝
√

（
Tm

／
1
0
）

 

 
Tm

は
、

新
持

株
告

示
第

五
十

七
条

の
三

第
七

項
の

規
定

を
準

用
し

て

算
出

し
た

リ
ス

ク
の

マ
ー

ジ
ン

期
間

を
い

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

項
中

「

前
項」

と
あ

る
の

は
「

附
則
第
四
条
第
二
項」

と
、

同

項
第

一
号

中
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

二
十
営
業
日」

と
あ

り

、
及

び
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

十
営
業
日」

と
あ

る
の

は
、

「
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

五
営
業
日」

と
読

み
替

え
る

も
の

と

す
る

。
 

 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
で
あ
る
銀
行
持
株
会
社
が



 

 
 

- 9 - 

、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
、
自
己
が
直
接
清
算

参
加
者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー

ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り

生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

のE
A

D

を
算
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

 

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
経
過
措
置
） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
五
条 

当
分
の
間
、
新
持
株
告
示
第
一
条
第
七
号
の
三
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株

会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら

し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判

断
す
る
た
め
の
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
持
株
告
示
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
七
号
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

２ 

当
分
の
間
、
新
持
株
告
示
第
二
百
四
十
八
条
の
八
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
旧
持
株
告
示
第
二
百
四
十
八
条
の

八
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会
に
お
け
る
派
生
商
品
取
引
及
び
長

期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
の
算
出
に
係
る
経
過
措
置
） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
六
条 

当
分
の
間
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
第

八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産

等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
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断
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
信
金
告

示
」
と
い
う
。
）
第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十
六
条

第
六
項
、
第
百
六
十
四
条
第
四
項
並
び
に
第
二
百
七
十
条
の
八
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

 

第
七
十

三
条
第

二

項 

標
準
的
手
法
採
用
金

庫
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
信
用
金
庫
又

は
信
用
金
庫
連
合
会

の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は 

標
準
的
手
法
採
用
金

庫
は 

第
七
十

三
条
第

三

項 

標
準
的
手
法
採
用
金

庫
は
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
信
用
金
庫
又

は
信
用
金
庫
連
合
会

の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
場
合
に
お
い

て 

標
準
的
手
法
採
用
金

庫
が 

第
百
五

十
六
条

第

六
項 

第
七
十
三
条
（
第
二

項
及
び
第
三
項
を
除

く

。
）

か

ら

第

七

十

五
条
の
六
ま
で
の
規

定
は
、
事
業
法
人
等

第
七
十
三
条
か
ら
第

七
十
六
条
ま
で
の
規

定
は
、
事
業
法
人
等

向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
のE

A
D

に
つ
い
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向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
のE

A
D

に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
標

準
的
手
法
採
用
金
庫

」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
採
用
金

庫
」
と
、
第
七
十
三

条
第
四
項
中
「
前
三

項
」
と
あ
る
の
は
「

第
一
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

て
準
用
す
る
。
こ
の

場

合

に

お

い

て

、
「

標
準
的
手
法
採
用
金

庫
」
と
あ
る
の
は
「

内
部
格
付
手
法
採
用

金
庫
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

第
百
六

十
四
条

第

四
項 

第
七
十
三
条
（
第
二

項
及
び
第
三
項
を
除

く

。
）

か

ら

第

七

十

五
条
の
六
ま
で
の
規

定
は
、
リ
テ
ー
ル
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
のE

A
D

に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
標
準

的
手
法
採
用
金
庫
」

と
あ
る
の
は
「
内
部

第
七
十
三
条
か
ら
第

七
十
六
条
ま
で
の
規

定
は
、
リ
テ
ー
ル
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
のE

A
D

に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場

合

に

お

い

て

、
「

標

準
的
手
法
採
用
金
庫

」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
採
用
金

庫
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 
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格
付
手
法
採
用
金
庫

」
と
、
第
七
十
三
条

第
四
項
中
「
前
三
項

」
と
あ
る
の
は
「
第

一
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

第
二
百

七
十
条

の

八
第
一
項 

同
章
（
第
七
十
三
条

第
二
項
及
び
第
三
項

を

除

く

。
）

の

規

定

中 

同
章
の
規
定
中 

 

 

２ 

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清
算

参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者

に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

を
算
出
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該

E
A

D

の
算
出
に
当
た
っ
て
新
信
金
告
示
第
七
十

六
条
に
規
定
す
る
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
い

る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
新
信
金
告
示
第
百
五
十
六
条
各
項
の
規
定
に

よ
り
算
出
し
た

E
A

D

（
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
次
の
掛
目
を
乗
じ
た
額
を
当
該
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る

ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

掛
目

＝
√

（
Tm

／
1
0
）

 

 
Tm

は
、

新
信

金
告

示
第

七
十

五
条

第
七

項
の

規
定

を
準

用
し

て
算

出

し
た

リ
ス

ク
の

マ
ー

ジ
ン

期
間

を
い

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

項
中

「
前
項」

と
あ

る
の

は
「

附
則
第
六
条
第
二
項」

と
、

同
項

第

一
号

中
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

二
十
営
業
日」

と
あ

り
、

及
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び
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

十
営
業
日」

と
あ

る
の

は
、
「

ネ

ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

五
営
業
日」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る

。
 

 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
が
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
、
自
己
が
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接

清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参

加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

を
算
出
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

 

（
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会
に
お
け
る
適
格
中
央
清
算
機
関
に

係
る
経
過
措
置
） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
七
条 

当
分
の
間
、
新
信
金
告
示
第
一
条
第
七
号
の
三
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会

が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
信

金
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
七
号
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。 

 
２ 

当
分
の
間
、
新
信
金
告
示
第
二
百
七
十
条
の
九
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
旧
信
金
告
示
第
二
百
七
十
条
の
九
の

規
定
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 
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（
信
用
協
同
組
合
等
に
お
け
る
派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取

引
の
与
信
相
当
額
の
算
出
に
係
る
経
過
措
置
） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
八
条 

当
分
の
間
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ

る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同

組
合
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の

状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
信
組
告
示
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
二

項
及
び
第
三
項
、
第
百
三
十
二
条
第
六
項
、
第
百
四
十
条
第
四
項
並
び

に
第
二
百
四
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
五
十
条
第
二
項 

標
準
的
手
法
を
採
用

す
る
信
用
協
同
組
合

等
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
信
用
協
同
組

合
等
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は 

標
準
的
手
法
を
採
用

す
る
信
用
協
同
組
合

等
は 

第
五
十
条
第
三
項 

標
準
的
手
法
を
採
用

す
る
信
用
協
同
組
合

等
は
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
信
用
協
同
組

合
等
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
場
合
に

標
準
的
手
法
を
採
用

す
る
信
用
協
同
組
合

等
が 
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お
い
て 

百
三
十

二
条
第

六

項 

第
五
十
条
（
第
二
項

及
び
第
三
項
を
除
く

。
）

か

ら

第

五

十

二

条
の
六
ま
で
の
規
定

は
、
事
業
法
人
等
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
のE

A
D

に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
標
準

的
手
法
を
採
用
す
る

信
用
協
同
組
合
等
」

と
あ
る
の
は
「
内
部

格
付
手
法
を
採
用
す

る
信
用
協
同
組
合
等

」
と
、
第
五
十
条
第

四
項
中
「
前
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
一

項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

第
五
十
条
か
ら
第
五

十
三
条
ま
で
の
規
定

は
、
事
業
法
人
等
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
のE

A
D

に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場

合

に

お

い

て

、
「

標

準
的
手
法
を
採
用
す

る
信
用
協
同
組
合
等

」
と
あ
る
の
は
「
内

部
格
付
手
法
を
採
用

す
る
信
用
協
同
組
合

等
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

第
百
四

十
条
第

四

項 

第
五
十
条
（
第
二
項

及
び
第
三
項
を
除
く

。
）

か

ら

第

五

十

二

条
の
六
ま
で
の
規
定

第
五
十
条
か
ら
第
五

十
三
条
ま
で
の
規
定

は
、
リ
テ
ー
ル
向
け

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
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は
、
リ
テ
ー
ル
向
け

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

のE
A

D

に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
「
標
準
的

手
法
を
採
用
す
る
信

用
協
同
組
合
等
」
と

あ
る
の
は
「
内
部
格

付
手
法
を
採
用
す
る

信
用
協
同
組
合
等
」

と
、
第
五
十
条
第
四

項
中
「
前
三
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
項

」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

のE
A

D

に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合

に

お

い

て

、
「

標

準

的
手
法
を
採
用
す
る

信
用
協
同
組
合
等
」

と
あ
る
の
は
「
内
部

格
付
手
法
を
採
用
す

る
信
用
協
同
組
合
等

」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

第
二
百

四
十
六

条

の
六
第
一
項 

同
章
（
第
五
十
条
第

二
項
及
び
第
三
項
を

除
く
。
）
の
規
定
中 

同
章
の
規
定
中 

 

 
２ 

内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
は
、
直
接
清
算
参
加

者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず

る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該E

A
D

の
算
出
に
当
た
っ
て

新
信
組
告
示
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
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ー
方
式
を
用
い
て
い
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
新
信
組
告
示
第
百
三
十

二
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た

E
A

D

（
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
次
の
掛
目
を
乗
じ
た
額
を
当
該
間
接
清

算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
掛

目
＝

√
（

Tm
／

10
）

 
 

 
Tm

は
、

新
信

組
告

示
第

五
十

二
条

第
七

項
の

規
定

を
準

用
し

て
算

出

し
た

リ
ス

ク
の

マ
ー

ジ
ン

期
間

を
い

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

項
中

「

前
項」

と
あ

る
の

は
「

附
則
第
八
条
第
二
項」

と
、

同
項

第

一
号

中
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

二
十
営
業
日」

と
あ

り
、

及

び
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

十
営
業
日」

と
あ

る
の

は
、
「

ネ

ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

五
営
業
日」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る

。
 

 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
を
採
用
す
る
信
用
協
同
組
合
等
が

、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
、
自
己
が
直
接
清
算

参
加
者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー

ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り

生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

のE
A

D

を
算
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

 
（
信
用
協
同
組
合
等
に
お
け
る
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
経
過
措
置

） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
九
条 
当
分
の
間
、
新
信
組
告
示
第
一
条
第
七
号
の
三
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
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お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
協

同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら

し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た

め
の
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
信
組
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第

七
号
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

２ 

当
分
の
間
、
新
信
組
告
示
第
二
百
四
十
六
条
の
七
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
旧
信
組
告
示
第
二
百
四
十
六
条
の

七
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

（
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取

引
の
与
信
相
当
額
の
算
出
に
係
る
経
過
措
置
） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
十
条 

当
分
の
間
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
最
終
指
定
親
会

社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指
定

親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
（
以
下
「
新
最
終

指
定
親
会
社
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
一
項
本
文
（
新
最
終

指
定
親
会
社
告
示
第
百
三
十
四
条
第
六
項
、
第
百
四
十
二
条
第
四
項
及

び
第
二
百
四
十
八
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
は
、
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
（
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
最
終
指
定
親

会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指

定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
（
以
下
「
旧
最

終
指
定
親
会
社
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
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よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い

て
、
先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
の

与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最

終
指
定
親
会
社
は
、
全
て
の
派
生
商
品
取
引
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｃ

Ｒ
を
用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
が
、
直
近
の
算
出

基
準
日
に
お
い
て
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｃ
Ｒ
を
用
い
て
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相

当
額
を
算
出
し
て
い
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
そ
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
金
融
庁
長
官

に
届
け
出
た
と
き
又
は
新
最
終
指
定
親
会
社
告
示
第
四
十
九
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
と
き
を
除
き
、
こ
れ
を
継
続
し
て
用
い
る
も
の
と
す

る
。 

 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
新
最
終
指
定
親
会
社
告
示
第
四
十
六
条
第
二
項

に
規
定
す
る
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
の
算
出
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
終
指
定
親
会
社
は
、
派
生
商
品
取

引
と
長
期
決
済
期
間
取
引
に
つ
い
て
異
な
る
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
十
一
条 

最
終
指
定
親
会
社
が
包
括
的
手
法
を
適
用
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
等
の
派
生
商
品
取
引
に
つ
い

て
、
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
使
用
し
、
か
つ
、
適
格

金
融
資
産
担
保
を
用
い
る
と
き
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
は
、
当
分

の
間
、
旧
最
終
指
定
親
会
社
告
示
第
三
章
第
六
節
第
三
款
の
規
定
に
よ

り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

最
終
指
定
親
会
社
が
簡
便
手
法
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
先
渡
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、
ス
ワ
ッ
プ
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
等
の
派
生
商
品
取
引
に
つ
い
て
、
カ
レ

ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
使
用
し
、
か
つ
、
適
格
金
融
資
産

担
保
を
用
い
る
と
き
に
、
当
該
適
格
金
融
資
産
担
保
が
旧
最
終
指
定
親

会
社
告
示
第
九
十
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
十
二
条 

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
直
接
清
算
参
加
者

と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド

・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
七
項

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
、
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中

央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
商
品

先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
商
品
清
算
取
引
そ
の
他
間

接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
取
次
ぎ
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
海
外
の
取
引
（
以

下
「
清
算
取
次
ぎ
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接

清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、

与
信
相
当
額
の
算
出
に
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い

て
い
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
旧
最
終
指
定
親
会
社
告
示
第
百
十
五

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
当
該
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
最
終
指
定

親
会
社
告
示
第
十
四
条
第
一
号
の
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
当

該
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
直
接
清
算
参
加
者
と
し

て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
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ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接

清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D

を

算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

E
A

D

の
算
出
に
当
た
っ
て
カ
レ
ン

ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
い
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、

新
最
終
指
定
親
会
社
告
示
第
百
三
十
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た

E
A

D

（
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
次
の

掛
目
を
乗
じ
た
額
を
当
該
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
掛

目
＝

√
（

Tm
／

10
）

 
 

 
Tm

は
、

新
最

終
指

定
親

会
社

告
示

第
四

十
九

条
第

七
項

の
規

定
を

準

用
し

て
算

出
し

た
リ

ス
ク

の
マ

ー
ジ

ン
期

間
を

い
う

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
項

中
「

前
項」

と
あ

る
の

は
「

附
則
第
十
二
条
第
二
項

」
と

、
同

項
第

一
号

中
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

二
十
営
業
日

」
と

あ
り

、
及

び
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

十
営
業
日」

と
あ

る
の

は
、
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

五
営
業
日」

と
読

み
替

え

る
も

の
と

す
る

。
 

 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
、
リ
テ

ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
、
自
己
が
直
接
清
算
参
加
者

と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る

間
接
清
算
参
加
者
に
対

す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

E
A

D
を
算
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
十
三
条 
最
終
指
定
親
会
社
が
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式

を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
最
終
指
定
親
会
社
告
示
第
二
百
四
十
八
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条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
に
よ
る
Ｃ
Ｖ
Ａ

リ
ス
ク
相
当
額
を
算
出
す
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
算
式
に
お

け
る

は
、
包
括
的
手
法
を
使
用
す
る
場
合
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手

法
を
適
用
し
た
後
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
割
引
現
在
価
値
を
、

取
引
相
手
方i

に
係
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
ご
と
に
算
出
し
た
額

と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
割
引
現
在
価
値
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
す
る
も

の
と
す
る
。 

 
（

割
引

現
在

価
値

）
＝

（
与

信
相

当
額

）
×

（
１

－
E

X
P
（

－
0.05

×

M
i ）
）

／
（

0.05
×

M
i ）

 
 

 
M

i
は

、
新

最
終

指
定

親
会

社
告

示
第

二
百

四
十

八
条

の
三

第
一

項
に

規
定

す
る

M
i  

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
最
終
指
定
親
会
社
告
示
第
二
百
四
十
八
条

の
三
第
一
項
の
算
式
に
お
け
る

を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
直

接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け

ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と

に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
に
係
る

を
算
出
す
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
額
に

次
の
掛
目
を
乗
じ
た
額
を
、
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の

と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
掛

目
＝

√
（

Tm
／

10
）

 
 

 
Tm

は
、

新
最

終
指

定
親

会
社

告
示

第
四

十
九

条
第

七
項

の
規

定
を

準

用
し

て
算

出
し

た
リ

ス
ク

の
マ

ー
ジ

ン
期

間
を

い
う

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
項

中
「

前
項」

と
あ

る
の

は
「

附
則
第
十
三
条
第
三
項

」
と

、
同

項
第

一
号

中
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

二
十
営
業
日
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」
と

あ
り

、
及

び
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

十
営
業
日」

と
あ

る
の

は
、
「

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト 

五
営
業
日」

と
読

み
替

え

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 

（
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
経
過
措
置

） 

［
条
を
削
る
。
］ 

第
十
四
条 

当
分
の
間
、
新
最
終
指
定
親
会
社
告
示
第
一
条
第
七
号
の
三

に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
旧
銀
行
告
示
第
一
条
第
七
号
の

三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
最
終
指
定
親
会
社

告
示
第
一
条
第
七
号
の
三
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

２ 

当
分
の
間
、
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
旧
銀
行
告
示
第
二
百
七
十
条

の
八
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
最
終
指
定
親
会

社
告
示
第
二
百
四
十
八
条
の
八
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
銀
行
告
示
第
一
条
第
七
号
の
三
及
び

第
二
百
七
十
条
の
八
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
、
「
最
終
指
定
親
会
社

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 


